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１．軽井沢町自然保護対策優良事業認定制度要綱
（目的）

第１条 この要綱は、軽井沢町の自然環境の保全並びに風致の維持及び良好な景観の形
成（以下「自然環境の保全等」という。）に特に寄与していると認められる事業を認
定し、及び広く周知するための軽井沢町自然保護対策優良事業認定制度（以下「認定
制度」という。）の運営に関し、必要な事項を定めることにより、自然環境の保全等
に対する住民及び事業者の理解を深め、軽井沢の伝統とすぐれた自然を保持し、国際
的保健休養地としてのまちづくりを推進し、もって現在及び将来の住民及び事業者の
健康的で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

（認定制度の対象）

第２条 認定制度の対象は、土地の形質の変更、建築物の建築その他の本町の区域内に
おいて行われた事業のうち、自然環境の保全等を考慮したものとする。
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一部抜粋



２．応募状況
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・応募件数は年々、減少傾向にある。
・要因の１つとして、応募するメリットが感じられない。

◎優良事業認定制度の目的は、

自然環境の保全等に対する住民や事業者の理解を
深めてもらうこと



３．改正内容① 部門の新設

募集対象を明確にすることで応募しやすくする

戸建住宅以外の自然環境保全への理解を広める

部門 住宅 集合住宅 店舗等

内容
戸建住宅・別荘

（店舗併用住宅も含む）

アパート、マンション、
寄宿舎等

（独立した居室が２以上
ある建築物）

店舗、商業施設、
ホテル等
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４．改正内容② 部門の新設に伴う審査項目の見直し

評価項目は変更せずに、各部門に合わせた
評価ポイントを変更する

審査ポイントはどの部門でも応用が利く内容
となっている
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５．改正内容③ 広報戦略

募集の段階から幅広く周知させる
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○現状

広報かるいざわ（紙媒体・４月号）

別荘向け広報紙（緑のおたより４月中
旬発行）

町公式ホームページへの掲載

◎現状に加え、下記の内容を追加

ＳＮＳ（ＬＩＮＥ，Ｘ）やメール配信でも実施

スーパーマーケット等で募集チラシを配布

（公社）長野県宅地建物取引業協会発行の
「ながの宅建」に掲載を依頼

（公社）長野県建築士会ホームページ等に掲
載を依頼

婦人雑誌や建築雑誌への掲載依頼
（有償での寄稿も検討）



５．広報関係資料

チラシ案作成
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広報かるいざわ４月号

町公式ホームページ



５．広報関係資料
スーパーマーケットや役場窓口等に掲載する
ポスター案
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応募部門

• 戸建住宅・別荘

• 集合住宅

• 店舗・商業施設・ホテル

軽井沢町 環境課 自然環境係

389-0192 長野県軽井沢町大字長倉2381－1 TEL：0267－45－8556 FAX：0267－46-3165
e-mail：kankyo@town.Karuizawa.nagano.jp

どういったものが対象？

• 良好な景観の形成に
積極的に取り組んでい
る。

• 自然環境の保全等に
配慮する等、対象が周
囲の景観と溶け込んで
いる。

誰でも応募できるの？

• 自薦・他薦は問いま

せん

• ご自宅の庭・店舗等

軽井沢らしい風景を

ご紹介ください。

詳しくは町公式ホー
ムページをご覧くださ
い。

軽井沢緑の景観賞

募集中

軽井沢らしい風景ってなんだろう？

令和〇年〇月〇〇日まで

イメージ



６．今後のスケジュール

令和６年４月 令和６年度事業募集開始

令和６年２月 改正内容の周知準備

R5.11月自然保護審議会で説明

部会にて改正案の審査・承認

9月29日㈮部会において方向性を決定
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９月29日（金）
午前⇒建築物の審査（４件）
午後⇒審査講評及び軽井沢緑の景観賞

の改正内容について意見交換を実施

11月開催の自然保護審議会までに意見をとりま
とめ、改正資料を作成


